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資料１ 

埼玉県議会令和４年９月定例会付議予定議案件名表 

【議案】 

１ 予算 

案件名 概要 

１ 

令和４年度埼玉県一般会計補正予算（第４号）   補正前 ２，２３２，０８３，２５９千円 

  補正額  １７６，５１２，１８９千円 

  補正後 ２，４０８，５９５，４４８千円 

  対当初比 １０８．１％ 

２ 

令和４年度埼玉県県営住宅事業特別会計補正予算

（第１号） 

  補正前 １２，３５１，３２７千円 

  補正額  ６０，０００千円 

  補正後 １２，４１１，３２７千円

対当初比 １００．５％
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２ 条例 

 

案件名 概要 

１ 

埼玉県指定特定非営利活動法人を指定する条

例の一部を改正する条例 

 

【県民生活部】 

 

１ 趣  旨  

  埼玉県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例の規定による指定の取消しの申出があった指定特

定非営利活動法人について、指定の取消しをするための改正 

 

２ 内  容 

  指定を取り消す法人 

名 称 主たる事務所の所在地 

 特定非営利活動法人さいたまＮＰＯセンター さいたま市 

 

 

 

 

３ 施行期日 公布の日 

 

２ 

埼玉県迷惑行為防止条例の一部を改正する条

例 

 

【警察本部】 

 

１ 趣  旨 

ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部改正を踏まえ、位置情報無承諾取得等を新たに規制するととも

に、つきまとい等に係る規制対象を拡大するための改正 

 

２ 内  容 

（1） 位置情報無承諾取得等の禁止 

 

（2） つきまとい等に係る規制対象の拡大 

  ア 現に所在する場所の付近での見張り等 

  イ 拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送付すること 

 

（3） 規定の整備 

 

３ 施行期日 公布の日から起算して３月を経過した日 
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３ 工事請負契約の締結 

 

  

案件名 概要 

１ 

工事請負契約の変更契約の締結について（２１

県東部地域特別支援学校（仮称）新築工事） 

 

【都市整備部】 

 

 ２１県東部地域特別支援学校（仮称）新築工事の請負契約の変更契約を締結することについて、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 金  額 １，５２６，７１６，４００円 

 

２ 履行期限 令和５年３月３１日 

 

３ 相 手方 小川工業株式会社（埼玉県行田市） 

       株式会社吉田工務店（埼玉県さいたま市） 

 

４ 変更内容 金  額 １，５０１，５００，０００円 → １，５２６，７１６，４００円 

       履行期限 令和４年１２月２３日 → 令和５年３月３１日  

 

２ 

工事請負契約の締結について（運転免許本部高

齢者講習施設（仮称）庁舎新築工事） 

 

【警察本部】 

 

 運転免許本部高齢者講習施設（仮称）庁舎新築工事の請負契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 金  額 １，５０７，０００，０００円 

 

２ 履行期限 令和６年３月２５日 

 

３ 相 手方 株式会社島村工業（埼玉県川島町） 
       シン建工業株式会社（埼玉県さいたま市） 
 

４ 契約方法 総合評価方式一般競争入札 

 

５ 予定価格 １，６７３，１００，０００円（落札率９０．０７％） 
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４ 財産の取得 

案件名 概要 

財産の取得について（ヘリコプターテレビシス

テム機上設備） 

【警察本部】 

 埼玉県警察において使用するヘリコプターテレビシステム機上設備を取得することについて、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議決を求めるもの 

１ 種  類 物品 

２ 内  容 ヘリコプターテレビシステム機上設備 

３ 金  額 ３６０，８００，０００円 

４ 相 手方 株式会社東通インターナショナル 



- 7 - 

５ 訴えの提起 

 

  

案件名 概要 

 

訴えの提起について 

 

【都市整備部】 

 

 県営住宅の明渡し及び損害賠償金請求事件に関して訴えを提起することについて、地方自治法第９６条第１項第 

１２号の規定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 事 件 名 県営住宅の明渡し及び損害賠償金請求事件 

 

２ 取 扱 い 請求が認容されないときは上訴する 
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６ 事件議決 

案件名 概要 

１ 

首都高速道路株式会社の埼玉県道高速葛飾川

口線等に関する事業の変更の同意について 

【県土整備部】 

 首都高速道路株式会社による埼玉県道高速葛飾川口線等の事業の変更に同意することについて、道路整備特別措置

法第３条第７項において準用する同条第４項の規定に基づき議決を求めるもの 

２ 

令和３年度埼玉県の一般会計及び特別会計決

算の認定について 

【会計管理者】 

 令和３年度埼玉県の一般会計及び特別会計歳入歳出決算について、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づき議

会の認定を求めるもの 

３ 

令和３年度埼玉県公営企業会計決算の認定に

ついて 

【福祉部・企業局・下水道局】 

 令和３年度埼玉県公営企業会計決算について、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき議会の認定を求める

もの 
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【報告】 

１ 地方自治法第１８０条第２項の規定による知事専決処分報告 

案件名 概要 

１ 

工事請負契約の変更契約の締結について（社会資 

本整備総合交付金（河川）工事（庄兵衛堀川・導排

水路工）） 

【県土整備部】 

 社会資本整備総合交付金（河川）工事（庄兵衛堀川・導排水路工）の請負契約の変更契約を締結するため、

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したことについて、同条第２項の規定に基づき議会に報告

するもの 

１ 専決処分年月日 令和４年８月３１日 

２ 専決処分理由 埼玉県建設工事標準請負契約約款第１８条第５項の規定により工事請負契約金額の変 

更が生じたため 

３ 金     額 ７５７，１８２，８００円 

４ 履 行 期 限 令和５年３月３１日 

５ 相 手 方 株式会社ユーディケー（埼玉県さいたま市） 

伊田テクノス株式会社（埼玉県東松山市） 

６ 変 更 内 容 金  額 ７５０，１１０，９００円 → ７５７，１８２，８００円 

２ 

損害賠償の額を定めることについて 

【農林部】 

 営造物の設置管理に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分し

たことについて、同条第２項の規定に基づき議会に報告するもの  

１ 専決処分年月日 令和４年８月２５日 

２ 専決処分理由 営造物の設置管理に係る損害賠償額の決定のため 

３ 相 手 方 損壊した自家用車の保有者 

４ 事 案 の 概 要 

   令和４年４月１日、農業技術研究センターの駐車場の樹木が強風で倒れ、駐車していた自家用車を損壊さ 

 せたもの 

５ 損 害 賠 償 額 ４４３，７００円 
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案件名 概要 

３ 

損害賠償の額を定めることについて 

 

【警察本部】 

 

 警察活動に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したことにつ

いて、同条第２項の規定に基づき議会に報告するもの 

 

１ 専決処分年月日 令和４年８月１０日 

 

２ 専決処分理由 警察活動に係る損害賠償額の決定のため 

 

３ 相 手 方 警察官の誤認に基づき信号無視・交差点右左折方法違反を告知され、各種講習などの受講 

         等により休業損害等が生じた者（４０人） 

 

４ 事 案 の 概 要   

    埼玉県内の交差点において、警察官が車両通行帯に係る交通規制が実施されているものと誤認し、原動機付 

  自転車を運転中の相手方を信号無視・交差点右左折方法違反として告知したことにより、各種講習などの受講   

  等による休業損害等の損害を与えたもの 

 

５ 損 害 賠 償 額 ３７９，３００円 
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２ 行政報告書 

案件名 概要 

行政報告書 

【企画財政部】 

 令和３年度における主要な施策の成果の概要について、地方自治法第２３３条第５項の規定に基づき議会に提

出するもの 
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３ 内部統制評価報告書 

案件名 概要 

内部統制評価報告書 

【総務部】 

 令和３年度における内部統制評価報告書について、地方自治法第１５０条第６項の規定に基づき議会に提出す

るもの 
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４ 継続費精算報告 

案件名 概要 

１ 

令和３年度埼玉県一般会計継続費精算報告書 

【企画財政部】 

 令和３年度に継続年度が終了した埼玉県一般会計継続費について、地方自治法施行令第１４５条第２項の規定

に基づき議会に報告するもの 

２ 

令和３年度埼玉県県営住宅事業特別会計継続費精

算報告書 

【企画財政部】 

 令和３年度に継続年度が終了した埼玉県県営住宅事業特別会計継続費について、地方自治法施行令第１４５条

第２項の規定に基づき議会に報告するもの 

３ 

令和３年度埼玉県水道用水供給事業会計継続費精

算報告書 

【企画財政部】 

 令和３年度に継続年度が終了した埼玉県水道用水供給事業会計継続費について、地方公営企業法施行令第１８

条の２第２項の規定に基づき議会に報告するもの 
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５ 基金の運用状況報告 

案件名 概要 

基金の運用状況報告 

【企画財政部】 

 埼玉県土地開発基金及び埼玉県美術作品取得基金における令和３年度の運用状況を示す書類について、地方自

治法第２４１条第５項の規定に基づき議会に提出するもの 
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６ 地方自治法第２２１条第３項の法人の経営状況報告 

法人名 概要 

１ 

埼玉県立大学  

（ Ｈ２２．４．１設立 ） 

【保健医療部】 

代 表 者   理事長 田中 滋 

資 本 金 ２４，５３４，２９９千円 

県出資金    ２４，５３４，２９９千円 （１００．０％） 

２ 

埼玉県立病院機構  

（ Ｒ３．４．１設立 ） 

【保健医療部】 

代 表 者   理事長 岩中 督 

資 本 金 １７，７８９，６３０千円 

県出資金  １７，７８９，６３０千円 （１００．０％） 

３ 

埼玉新都市交通株式会社  

（ Ｓ５５．４．１設立 ） 

【企画財政部】 

代 表 者   代表取締役社長 唐澤 朝徳 

資 本 金  ２，０００，０００千円 

県出資金     ７００，０００千円 （３５．０％） 

４ 

株式会社秩父開発機構  

（ Ｓ６２．１２．１設立 ） 

【企画財政部】 

代 表 者   代表取締役社長 山口 民弥 

資 本 金  ４８０，０００千円 

県出資金    １２３，０００千円 （２５．６％） 

５ 

埼玉伝統工芸協会  

（ Ｈ元．１０．９設立 ） 

【産業労働部】 

代 表 者   代表理事 松本 恒夫 

資 本 金 ３，０００千円 

県出資金   １，０００千円 （３３．３％） 

６ 

埼玉高速鉄道株式会社  

（ Ｈ４．３．２５設立 ） 

【企画財政部】 

代 表 者   代表取締役社長 荻野 洋 

資 本 金 １００，０００千円 

県出資金 ４９，３００千円 （４９．３％） 
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７ 地方独立行政法人の業務実績評価報告 

 

 

案件名 概要 

１ 

地方独立行政法人の業務実績に関する評価報告

（埼玉県立病院機構） 

 

【保健医療部】 

   

 令和３年度に係る業務実績について、地方独立行政法人法第２８条第５項の規定に基づき議会に報告するもの 

２ 

地方独立行政法人の業務実績に関する評価報告及

び中期目標期間の業務実績に関する評価報告（埼

玉県立大学） 

 

【保健医療部】 

 

 令和３年度に係る業務実績及び第２期中期目標期間に係る業務実績について、地方独立行政法人法第７８条の

２第６項の規定に基づき議会に報告するもの 



- 17 -

８ 健全化判断比率等報告 

案件名 概要 

健全化判断比率等報告 

【企画財政部】 

 令和３年度決算に基づく健全化判断比率等について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項

及び第２２条第１項の規定に基づき議会に報告するもの 
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９ 私債権の放棄に関する報告 

案件名 概要 

私債権の放棄に関する報告 

【企画財政部】 

 令和３年度に放棄した私債権について、埼玉県債権の適正な管理に関する条例第８条の規定に基づき議会に報

告するもの 
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１０ 施策の実施状況報告 

 

案件名 概要 

１ 

観光づくりに関する施策の実施状況報告 

 

【産業労働部】 

  

 令和３年度における観光づくりに関して講じた施策について、埼玉県観光づくり推進条例第１６条第５項の規

定に基づき議会に報告するもの 

２ 

農林水産業の振興に関する施策の実施状況報告 

 

【農林部】 

  

 令和３年度における農林水産業の振興に関して講じた施策について、埼玉県農林水産業振興条例第７条第４項

の規定に基づき議会に報告するもの 




